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午前９時５９分 開会 

 

○議長（木下一己君） ただ今から、平成 28 年第 5 回下川町議会臨時会を開会いたしま

す。 

ただ今の出席議員数は、8名です。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、御手元に配付のとおりです。 

 

○議長（木下一己君） 日程第 1 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第 124 条の規定により、6 番 蓑谷春之 議員

及び 7 番 春日隆司 議員を指名いたします。 

 

○議長（木下一己君） 日程第 2 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日 1 日限りにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（木下一己君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は、本日 1 日限りとすることに決定いたしました。 

 

○議長（木下一己君） 日程第 3 諸般の報告を行います。 

 報告事項は、御手元に配付しておりますので、朗読を省略し、報告といたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 

○議長（木下一己君） 日程第 4 議案第 1号「平成 28 年度下川町一般会計補正予算（第

5 号）」を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

○町長（谷 一之君） 議案の提案理由を申し上げる前に、臨時会の開会に当たりまして、

一言御挨拶を申し述べさせていただきます。 

 10 月も中旬期を迎え、朝夕の気温も下がるとともに秋も深まり、すっかり山々も多彩

な様相を呈している今日この頃でございますが、今年第 5 回となります下川町議会臨時会

の御案内をさせていただきましたところ、議員各位には大変御多用な中、御出席を賜りま

して誠にありがとうございました。 

 さて、本臨時会に提案させていただく議案は、予算案件 2 件でございまして、それぞれ

の議案ごとに提案説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 議員の皆様には議案審査に当たりまして、更なる御指導を賜りますようお願い申し上

げ、開会に当たりましての御挨拶に代えさせていただきます。 

 それでは、議案第 1 号の提案理由を申し上げます。 

議案第 1 号 平成 28 年度下川町一般会計補正予算（第 5 号）について、提案理由を申

し上げます。 

 本案は、平成 28 年度一般会計の第 5 回目の補正予算でありまして、歳入歳出にそれぞ

れ 2 億 5,658 万円を追加し、総額を 61 億 6,906 万円とするものでございます。 



 

2 
 

 今回の補正の要因につきましては、補助採択によるもの、災害復旧によるもの、緊急を

要するもの等によるものでございます。 

 主な補正予算の概要を申し上げますと、農林業費では、農業研修施設整備事業に係る経

費を。 

 商工労働費では、宿泊研修交流施設整備事業に係る経費を計上しております。 

 土木費では、南 4 条通り線舗装除却に伴う経費を。 

 災害復旧費では、大雨による被害箇所で早急に対応が必要な箇所の復旧に係る経費を計

上しております。 

 なお、これらの財源といたしまして、国庫支出金、道支出金、繰入金、諸収入、町債を

計上しております。 

 次に、第 2 条の継続費の補正につきましては、宿泊研修交流施設建設事業を平成 28 年

度、29 年度の 2 か年の継続事業として総額 4 億 4,366 万円とし、年割額をそれぞれ設定

させていただくものでございます。 

 第 3 条の地方債の補正につきましては、南 4 条通り線の舗装除却に係る工事費等の計上

に伴う変更及び宿泊研修交流施設整備事業に伴う追加でございます。 

 以上申し上げまして、提案理由といたしますので、よろしく御審議の上、御協賛のほど

お願い申し上げます。 

 

○議長（木下一己君） ただ今、提案理由の説明がありましたが、これから質疑を行いま

す。 

質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（木下一己君） 質疑なしと認めます。 

 ただ今、議題となっております議案第 1 号は、総務産業常任委員会に付託いたします。  

 

○議長（木下一己君） 日程第 5 議案第 2 号「平成 28 年度下川町簡易水道事業特別会

計補正予算（第 3 号）」を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

○町長（谷 一之君） 議案第 2 号 平成 28 年度下川町簡易水道事業特別会計補正予算

（第 3 号）について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、平成 28 年度簡易水道事業特別会計の第 3 回目の補正予算でありまして、歳入

歳出それぞれ 400 万円を追加し、総額を 1 億 2,483 万円とするものであります。 

 補正の概要を申し上げますと、歳出におきましては、建設事業費で、南 4条通り線舗装

除却等工事に伴う配水管移設工事を追加し、事業の確定に伴い、南 5 条通り線配水管移設

工事を減額計上しております。 

 なお、歳入におきましては、これらの財源としまして、町債を増額計上しております。 

 なお、第 3 表の地方債補正につきましては、歳出の建設事業費の増額に伴い、簡易水道

事業債を増額するものでございます。 

 以上申し上げまして、提案理由といたしますので、よろしく御審議の上、御協賛のほど

お願い申し上げます。以上です。 
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○議長（木下一己君） ただ今、提案理由の説明がありましたが、これから質疑を行いま

す。 

質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（木下一己君） 質疑なしと認めます。 

 ただ今、議題となっております議案第 2号は、関連もありますので、総務産業常任委員

会に付託いたします。  

 

○議長（木下一己君） 以上をもって、日程は終了いたしました。 

お諮りします。 

 委員会における議案審査のため、本日、午後 4 時まで休会としたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（木下一己君） 異議なしと認め、本日、午後 4時まで休会することに決定いたし

ました。 

 以上をもって、散会といたします。 

 

午前１０時７分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


